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関西学院大学国際学部教授

アメリカの大学における学問の自由　

　皆さん、こんにちは。今日は「アメリカに

おける国家安全保障と学問の自由」というテ

ーマでお話しさせていただきます、関西学院

大学国際学部の宮田です。よろしくお願いし

ます。

　早速ですが、アメリカの大学における学問

の自由からお話を始めたいと思います。皆さ

んご承知のように、アメリカの大学は、もと

もとはプロテスタント教会がつくった私立大

学から始まりました。聖書の解釈を教えるこ

とが主でしたが、１９世紀後半になると、次

第に教員がオリジナルに研究を行い、自分の

研究成果を学生に教えるようになります。同

時に、実業家の寄付で大学ができたり、理事

会のメンバーも聖職者から実業家に変化しま

した。

　そうすると、教員の反資本主義的な発言が

創設者や理事から批判されるようになります。

直接の圧力はなくても、忖度をした学長が教

員を処罰することが起きましたので、皆さん

ご承知のとおり、１９１４年にアメリカ大学

教授協会（ＡＡＵＰ）が結成されました。こ

のグループがテニュア制度を提唱します。こ

れは厳密な法律ではないのですが、慣例とし

て大学も受け入れます。簡単に解雇されない

ことが、学問の自由にとっては不可欠になり

ます。

　教員は基本的には好きなことを教えて良い

のですが、授業と関係ない論争の的になって

いることは取り上げるべきではない、とされ

ています。例えば、物理学の先生が核軍縮に

ついて話すのは良いのですが、ＬＧＢＴにつ

いて議論するのは適切ではありません。さら
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に、教員の学外での発言は大学組織の発言と

みなされることがあるから、この点は注意す

べきだ、と言われていました。

　ただ、１９５０年代のマッカーシズム、「赤

狩りの時代」や、２００１年の同時多発テロ

以降の「テロとの戦い」の中では、大学教員

の発言や学問の自由がアメリカでも脅かされ

ました。

テニュア制度　

　テニュア制度の下では、アシスタント・プ

ロフェッサーになり７年間の試用期間を経て、

業績が十分と判断されれば、アソシエイト・

プロフェッサーに昇進して、テニュア（終身

在職権）が与えられ、定年まで解雇されない

わけです。ただ、この業績評価が研究偏重、

教育軽視だと批判されることがあります。産

学連携による社会貢献を学長が強調している

割に、産学連携は一流大学では評価されない、

プラスアルファにしかならないとも言われて

います。いくら特許を取っても、論文を書か

ないと出世できないことになっています。た

だ、テニュア制度があっても、大学の財政難、

学科の人気のなさ、教員が不正・違法行為な

どが、本当に証明されれば、教員解雇の理由

になります。

　テニュアに対する批判の一つが、人気のな

くなった学科をなかなかつぶせなくて、新し

い学科に人を回せない、学科の編成を硬直的

にするということです。ただ、先ほど言いま

したように人気のない学科の廃止は不可能で

はありません。それから、テニュア取得後の

大学教員が怠けるのではないかとも言われて

います。これに対しては、一流大学の教員は

学生や同僚にばかにされたくないので一生懸

命研究し、手を抜くことはないとの反論があ

ります。

　一方で、テニュアのよいところは、テニュ

アを取った教員は、自分より優秀な人材の採

用に反対しないわけです。テニュアがなくて

自分の地位が危ない人は、自分より優秀な人

を雇いません。テニュアがあることにより、

その学科の組織が発展していくわけです。

　それから、テニュアに批判はあっても、代

替案がないのではないかとも言われています。

任期更新制で、毎年５年ごとに審査したらよ

いのではないかという意見もありますが、誰

が審査するのかということです。学内でやれ

ば、自分が次は審査される番になるので、他

人の審査も甘くなってしまいます。それから、

専門家が学内にいないからといって、学外の

専門家を使った場合も、任期更新制が大学の

世界で広まっていれば、今度は自分が評価さ

れることになるので、あまりきついことが言

えないことになります。たまに自分のことは

棚に上げて厳しい人もいますが、一般的に自

分が批判されるのはいやだから、相手にも甘

くなるということです。

　もう一つ問題なのが、大学教員の身分を不

安定にすると、優秀な人材が研究者にならな

くなることです。今でもアメリカでは、白人

男性は就職した後に大組織の中で差別されな

いので、ビジネススクール、ロースクール、

メディカルスクールなどに行ったほうが良い

のです。研究者になるよりも生涯所得の期待

値は高くなります。博士になる確率が５０％

ぐらいで、博士等取得後に給料の高い仕事に

就けるかどうかわからないので、ロースクー

ル、ビジネススクールに行った方が得だと、

今でも言われていますが、テニュアがなくな
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り、大学教員のポジションがさらに不安定に

なれば、優秀な人が大学院博士課程にますま

す進学しなくなることが考えられます。

　テニュアは制度としては存在していますが、

かなり形骸化しているとも言われています。

四年制の大学全体では、テニュア取得済みの

教員が２６. ５％、テニュア審査の対象にな

っているのが１０. ５％で、この３７％だけ

がいまテニュア制度の恩恵を受けています。

テニュア審査の対象にならない任期制の教員

が２０％いますし、さらにテニュアの範疇に

全くないパートタイムの教員が４３％もいる

ので、テニュアは制度としてはあるけれども、

かなり危機的な状況にあると言えます。

研究成果の発表の意義　

　学問の自由に関係して、次に重要なことは、

研究成果を発表することです。科学の進歩は

累積的です。Ｇｏｏｇｌｅ Ｓｃｈｏｌａｒを開く

と「巨人の肩の上に立つ」という言葉が目に

入ります。これはニュートンの言葉ですが、

彼が言ったから有名になったわけで、彼の前

から言われていたそうです。過去の業績の上

に自分のオリジナルの業績を加え、後世に伝

えていくことが科学の進歩になるので、研究

成果がしっかり発表されなくなることは、科

学の進歩には好ましくないのです。

　１７世紀から１８世紀に欧米では学会とい

うものができ、成果を公表することが業績に

なり、その人の名声や評価につながるように

なりました。そうすると、自分の成果をどん

どん発表するようになります。これは科学者

コミュニティーにとっては、非常にうまい工

夫です。学者が積極的に研究を発表するよう

に、インセンティブを与えたということです。

　論文によって、実験方法を開示することで、

追試が可能になり、正しい理論のみが継承さ

れるとともに、研究努力の重複を防ぐことが

できます。追試は業績として評価されません

から、すべての研究結果が検証されるわけで

はありませんが、世紀の大発見のときは追試

が行われ、正しい結果だけが次世代に伝わる

という意味で、一応システムとして機能して

います。ただ、若手研究者の研究成果はほと

んど追試されることもないので、捏造・改ざ

んされたものが発表され、その人が出世して

いる可能性は否定できないと思います。

研究成果の発表の自由　

　研究成果の発表の自由の問題に関しては、

アメリカではキリスト教右派からの圧力で、

例えばヒト胚性幹細胞の研究に連邦政府がお

金を出さないということが起きています。も

ともと教会がつくったアメリカの大学のリベ

ラルアーツ教育では、神さまから人間へのメ

ッセージは二つのパターン（聖書と自然）で

伝えられたので、自然を理解するのは、聖書

を理解するのと同じぐらい大事なことだと考

えられていました。ただ、聖書と合わない研

究成果がだんだん出てきます。この世の中は

神さまが１週間で全てをつくったことになっ

ているのに、それに矛盾することが出てくる

というので、キリスト教保守派との軋轢が出

てきました。

　それから、産学連携において企業が不都合

な結果、例えば薬に副作用があるとか、そう

いうことを発表しないように求めることがあ

ります。ただ、今日、多くの大学では守秘義

務を伴う産学連携契約は結んではいけないこ

とになっています。スポンサー企業が特許を

申請するまでの３０～６０日の論文発表の遅

延は必要ですが、スポンサーがだれであって
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も、研究結果は必ず発表されるべきだと言わ

れています。一方で教員も、一番先に発表し

た人に功績が与えられるので、早く論文発表

したいわけです。

　もう一つ、今日のお話の中心になるのが、

国防省からの機密研究（Ｃｌａｓｓｉｆｉｅｄ 

Ｒｅｓｅａｒｃｈ）や外国人研究者との交流に

対する規制です。国家安全保障に関わる技術

を輸出してはいけないという規定は当然あり

ます。ところが、外国人がアメリカ国内で同

じ技術にアクセスできるなら、それは輸出し

たことと同じなので、「みなし輸出（Ｄｅｅｍｅｄ 

Ｅｘｐｏｒｔ）」と呼ばれます。これは日本でも

いま話題になっていますが、それを規制する

ために外国人との交流やキャンパスでの留学

生の監視が問題になっています。

アメリカ憲法と科学研究　

　では、アメリカの憲法と科学の関係はどの

ようなものでしょうか。合衆国憲法修正第１

条の言論の自由によって、研究成果の公表の

自由が保障されます。ただ、アメリカの憲法

には、学問の自由という条文はありません。

日本国憲法は２１条が言論の自由、２３条が

学問の自由と分けていますが、アメリカは学

問の自由の中に入れています。私の知り合い

の憲法学者によれば、日本国憲法はアメリカ

がつくったのに、なぜか条文に関しては学問

の自由が別個にできたのかが非常に興味深く、

面白いテーマだそうです。

　研究成果の公表を保護するためには、研究

する自由を保護する必要もあるのではないか

とも言われます。出版の自由のためには、情

報収集が必要だということです。ただ、研究

は言論ではなく行為なので、政府による規制

　学問の自由があっても、何でも自由に研究

したり、発表したりできるわけではありませ

ん。専門職の集まりとして学会が規制するこ

とはあります。例えば錬金術、民間療法は科

学ではないと学会が発言してもよいわけです

し、クローン人間は作成しないとか、実験動

物に苦痛を与えないというガイドラインをつ

くり、研究を規制することは学問の自由の侵

害ではないと考えられています。ただ、クロ

ーン人間の作成は、アメリカでは憲法で奴隷

を禁止しているから駄目なのです。奴隷は人

間なのに、他人に所有され、売買されていた

ことが問題でした。クローン人間は、作成者

の私有財産になってしまうので、アメリカで

は憲法上の問題があるのです。中国の方が、

先につくってしまうかもしれません。

政府による研究支援　

　では、政府は研究を支援すべきか、という

ことが議論されます。研究の自由はあっても、

政府が研究を支援する義務はありません。科

学は民主主義社会のために大事かもしれませ

んが、公的な支援の必要があるかどうかは別

の議論です。合衆国では、合衆国憲法に書い

てあることが連邦政府の責務で、それ以外は

全部、州政府の権限です。憲法に書いていな

いことを連邦政府がやると憲法違反になりま

す。連邦政府の責務には、国防、鋳造（標準化）、

特許が挙げられていて、これらに関係する研

究は連邦政府の支援が認められるだろうと解

釈されます。

　１９３６年にアメリカ連邦最高裁は、農業

調整法を違憲と判断しました。連邦政府は州

をまたいだビジネス（事業）だけを管轄でき

ます。農業は州内のビジネスなのに、連邦政

府が農業調整法によって農業に介入することが正当化されやすいです。
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は違憲だとの判決です。このときに違憲と判

断されましたが、最高裁の文書の中に、一般

的な社会厚生の向上は連邦政府の責務だと述

べられています。これを拡大解釈すれば、科

学研究全般の支援も正当化できるのではない

かと考えられます。

　ただ、先ほど言いましたが、政府は研究資

金分配を通して研究の方向に影響を与えると

いうことができます。ブッシュ・ジュニア大

統領は、連邦政府資金を使ってヒト性幹細胞

の作成を禁止しました。ですが、州政府や企

業のお金を使って研究することは自由です。

国家安全保障と修正第１条　

　次に、国家安全保障と修正第１条の問題を

お話しします。Ｎｅａｒ ｖ. Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ

という裁判では、わいせつな文章を出した新

聞社を州法が発行禁止にしましたが、これは

憲法違反となりました。このときも判決の文

書の中で、出版禁止を認める例として、軍事

機密をあげています。それから考えれば、軍

事機密の報道規制は正当化されるということ

です。

　ところが、インドシナ政策の機密報告書を

マサチューセッツ工科大学の研究者が持ち出

し、ニューヨーク・タイムズとワシントン・

ポストが掲載したことに対し、政府が差し止

めを要求することがおこりました。これはメ

リル・ストリープとトム・ハンクスによる

「ペンタゴン・ペーパーズ」という映画にも

なりましたが、最高裁判決では、政府の訴え

は却下され、言論の自由が国家安全保障に優

先される判例になりました。これとは逆なの

が、ＵＳ ｖ. Ｔｈｅ Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ です。

『Ｔｈｅ Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ』という雑誌が、

水素爆弾の製造方法についての論文を掲載し

ました。これを政府が差し止め要求したので

すが、このときは国家安全保障上のリスクの

方が大きいと裁判所が判断しています。この

ようにケース・バイ・ケースのところがあり

ます。

第二次大戦と大学　

　次に大学の研究と国防省との関係について

ご説明します。第二次大戦までは、政府は科

学技術政策をほとんど行ってきませんでした

し、国から大学への研究支援もほとんどあり

ませんでした。唯一の例外が農務省です。リ

ンカーン大統領は南北戦争のときに西部諸州

を味方につけるために農学を支援しましたが、

その伝統が続き、第二次大戦の前は、アメリ

カの連邦政府は牛や豚の病気を治すことの方

に、人間の病気を治すことよりもお金を使っ

ていたと言われています。連邦政府の研究支

援は医学よりも獣医学の方が多かったのです。

　大学の第二次大戦前の資金源はカーネギー

やロックフェラーのような非営利財団です。

学者の方も「国はカネを出せばクチも出して

くる」と警戒していたわけで、研究資金をあ

まり国からはもらいたくありませんでした。

　ところが、１９３９年に第二次大戦が始ま

ります。この時、まだアメリカは参戦してい

なかったのですが、マサチューセッツ工科大

学の元教授だったＶａｎｎｅｖａｒ Ｂｕｓｈという人

が、大学の研究者の軍事技術研究への動員を

ルーズベルト大統領に提言します。１９４０

年に国家防衛研究委員会ができ、１９４１年

に科学研究開発局（ＯＳＲＤ）に改組され、実

際に議会から予算が付いて活動するようにな

ります。ＯＳＲＤは特定の軍事技術の開発を、

特定の大学に依頼します。研究者は他の大学

から移ってきてもらいました。政府の施設に
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教員を集めるのでなく、国からの資金で大学

で研究するパターンとなり、これが第二次大

戦後も引き継がれます。

　第二次大戦中の大学の科学者が行った三大

発明は、レーダー、近接信管、原子爆弾だと

言われています。近接信管はなじみがないか

もしれませんが、対空砲火の砲弾の中にレー

ダーのようなものが内蔵されていて、飛行機

が一番近づいたときに爆発するようにして、

命中しなくても近くで爆発することにより、

飛行機に損傷を与える砲弾です。

　岡田准一がパイロット役で主演した「永遠

の０」（原作：百田尚樹）という映画があり、

最後の場面で神風特攻隊の主人公がアメリカ

の艦船に突っ込んでいくシーンがあります。

艦砲射撃をどんどんするけど、岡田准一の飛

行機には全然当たりません。近接信管はうま

く当たるのでマジックヒューズと言われてい

ました。映画では、アメリカの海軍兵が「マ

ジックヒューズと言っているけど、ちっとも

当たらないじゃないか」と叫んでいるシーン

がありますが、見ている人はほとんど分から

なかったと思います。地味な兵器ですが、日

本の神風特攻隊には本当に効果があったと言

われています。レーダーと原子爆弾は有名な

ので省略します。

ブッシュレポート　

　ルーズベルト大統領は１９４４年にブッシ

ュに、平時になってからの科学技術政策のプ

ランを諮問します。実際には、ブッシュとブ

ッシュのスタッフがこれを提案したかったの

で、大統領にお願いして諮問の手紙を書いて

もらい、大統領の文体をまね、サインだけす

ればいいようにしました。もちろん大統領は

承認していたので偽造ではないのですが、ス

タッフがお膳立てして、大統領から諮問して

もらい、「ブッシュレポート」とよばれる報

告書を出します。ただ、これができた時には

ルーズベルトは死んでいて、トルーマン大統

領になっています。

　この「ブッシュレポート」は、科学技術政

策の中でよく言われているリニアモデルをも

とにしています。リニアは真っすぐという意

味で、基礎研究、応用研究、開発、生産、販

売がｓｔｅｐ ｂｙ ｓｔｅｐで起き、イノベ

ーションにつながるという考え方です。基礎

研究の成果は特許で保護されにくいので、企

業による投資は過少になります。そこで、連

邦政府が大学の基礎研究のところにお金をし

っかり出すことが必要になります。ＯＳＲＤ

での、大学の教員による軍事技術開発での成

功体験に基づき、大学の基礎研究を国が支援

すれば社会に恩恵がもたらされることが期待

されました。

　大学の教員は、戦時中に連邦政府からお金

をたくさんもらっていたので、戦前の清貧な

状態には戻りたくなかったのですが、先ほど

も言いましたが、政府が「カネも出すがクチ

も出す」存在になることは避けたかったので

す。そのため、大学に国のお金で自由に基礎

研究をさせてくれれば、国益につながります、

と「ブッシュレポート」はさかんに主張した

わけです。

　ブッシュという人はアナログコンピュータ

ーの研究者で、サイエンティストというより

はエンジニアなので、リニアモデルは単純過

ぎると内心では思っていたようですが、政府

に対しては「カネは出すがクチは出さないで

くれ」ということにしたかったので、政治的

な思惑からリニアモデルをさかんに主張した

と言われています。ただ、リニアモデルを純



23          全大教時報（Vol.45　2023.11）

です。

粋に信じていた科学者もいたことはいたよう

です。

全米科学財団の設立　

　ブッシュはブッシュレポートに基づいて、

連邦の中央集権的な科学技術省として、

Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎを提唱

します。一方、上院ではキルゴアという議員

が、開戦当初に軍事物資の調達がうまくいか

なかったことを不満に思い、戦後は技術の開

発を企業任せにせずもっと政府が関わるべき

だとして、Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

を提唱していました。Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ（財団）

という名前ですが、連邦政府機関です。先ほ

ども言いましたが、戦前の一流大学の研究ス

ポンサーが非営利財団だったので、大学の先

生の間にある、連邦政府からお金をもらうと

介入されるのではないかという不安を和らげ

るために、わざわざ財団という名前を付けた

と言われています。

　ブッシュ案は科学者による自治を尊重し、

組織の長は科学者の互選で決めることとして、

自然科学の基礎研究を支援して、特許は大学

のもの、資金分配は実力主義で、有名大学に

資金が集まってもやむを得ない、という考え

方です。ブッシュはマサチューセッツ工科大

学の教授だった人物なので、当然エリート大

学の利益を代表していました。

　キルゴアはそれほど豊かでないウエストバ

ージニア州選出の議員で、非常にリベラルで

す。彼の案では、政府予算の執行なので、政

府・議会の承認した人物が長となり、社会科

学や応用科学も含み、特許は国有、資金分配

は地理的平等を重視することが提案されまし

た。当初、両者の差異は小さいと思われてい

ましたが、議論が進む中でブッシュ案を共和

党が支持し、キルゴア案を民主党が支持する

ようになり、対立が激化します。

　１９４７年にブッシュ案が議会を通ります

が、トルーマン大統領が拒否権を行使します。

拒否権というのは、ご承知のように、法案は

議会を通ってもアメリカでは大統領が署名し

ないと法律になりません。このときはトルー

マンが署名を拒否したのです。なぜ拒否した

かというと、長を科学者コミュニティーが勝

手に決めることに対し難色を示したからです。

　ただ、１９５０年に朝鮮戦争が近づいてき

て、科学者の動員が再び必要になったので、

ブッシュ案で成立しました。ただし、名称は

キルゴアの全米科学財団となり、妥協点とし

て、長は科学者の意見を聞いた上で大統領が

任命し、上院が承認することになりました。

分権的科学技術政策　

　こうして全米科学財団はできましたが、

１９４５年に提案され、５０年にできたので、

その間に各省庁が戦中から行っていた科学技

術政策を継続しました。

　新しくできたＮａｔｉｏｎａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ   

Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ という省は、他の省庁の

やっていることに指図する権限を全く持てな

くなりました。このため、アメリカの科学技

術政策は極めて分権的になります。科学技術

予算は、実は各省庁の予算の合計にすぎませ

ん。大統領や議会が、今年はこれだけ科学技

術にお金を使おうと決めたわけではなく、各

省庁が勝手にやったことの合計がアメリカの

科学技術予算となります。外から見ているイ

メージとは逆に、アメリカの科学技術政策は

結構バラバラ、適当にやっているということ
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国防省と大学　

　第二次大戦中、原子爆弾をつくったマンハ

ッタン計画は陸軍が主導しました。戦時中と

いうことで機密保護を厳密にして、非常に高

圧的に科学者を管理しました。最後の段階で

は、ロスアラモスというニューメキシコ州の

砂漠の真ん中に研究施設をつくり、そこで合

宿してやっていました。科学者が非常時だか

ら我慢していましたが、不満は多かったです。

　一方、蚊帳の外だった海軍は戦後、巻き返

します。大学の研究者に対し、「ウチはうる

さいことを言わないでカネだけ出します」と

言って接近します。当然、陸軍と空軍も同様

の態度をとるようになりましたので、こうし

て、国防省が大学の研究の最大のスポンサー

になっていきました。それから、国防省に設

立されたＤＡＲＰＡという組織が外部組織へ

の研究支援を行うようになりました。インタ

ーネットのもとになる技術の開発を支援した

組織でもありますが、自分では研究しないで、

大学のスポンサーになったわけです。それか

ら、Ｊａｓｏｎという名前のグループが作ら

れます。これは、大学の科学者に夏休みに合

宿してもらい、特定のテーマについて議論し

てもらうものでした。

　国防省の資金による大学での研究は、機密

研究もありましたが、公開可能な通常の基礎

研究もありました。特にマサチューセッツ工

科大学には、リンカーン・ラボとインスツル

メンテーション・ラボという研究所があり、

ここでは軍事研究をしていましたが、特にキ

ャンパスに近接していた後者では、大学院生

を研究所スタッフが指導するなど、かなり密

な関係でした。１９５０年代は、こういうこ

とはあまり問題にされなかったということで

す。１９６８年のインスツルメンテーション・

ラボの研究成果報告書の内容としては、機密

研究でない方が多かったとされています。

軍事研究批判　

　科学者は、国防省との関係は密接ですが、

是々非々で批判もします。核開発、核実験（死

の灰）、ミサイル防衛システム、ベトナム戦

争での枯葉剤の使用、ＳＤＩ（スターウォー

ズ計画）といわれた、レーザー光線でミサイ

ルを撃ち落とすというレーガン大統領の時の

計画など、こういったものに対し、反対意見

を言うべきときには言っていました。

　先ほど言ったＪａｓｏｎは、ベトナム反戦

運動が盛り上がると批判されるようになりま

す。マサチューセッツ工科大学では、ベトナ

ム反戦運動が高まる中で、リンカーン・ラボ

は維持しますが、インスツルメンテーション・

ラボを大学組織から分離します。大学本体で

の軍事機密研究に対する批判が出てきます。

多くの大学で、学部や学科は結果を公表でき

ない研究資金は受け取るべきでない、軍事機

密研究は特定の施設でやる、メインキャンパ

スで教員個人が「余人をもって代え難い」と

いう理由で、どうしても軍事機密研究をやる

場合は、大学の許可を得る、ということにな

ります。これがベトナム反戦運動の中で、い

ろいろな大学で認められていくわけです。

　先ほど言ったスターウォーズ計画の時に、

国防省の次官がＳＤＩ計画反対をする科学者

に対し、「科学者に言論の自由があるように、

国防省にも資金を出さない自由がある」と言

いました。これはまずかったらしく、理由は

不明ですが彼は退職しています。アメリカで

は、いくら研究のスポンサーだからと言って、

政府が大学に対して、こういう高圧的な態度

をとると問題になるということです。
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１９８０年代の研究への規制　

　１９８０年代に冷戦が再び激化する中で、

アメリカが当時のソ連陣営への技術流出を懸

念し、みなし輸出が問題となり、アメリカで

開催される学会への東側からの研究者の参加

の規制を行います。これに対し全米科学アカ

デミーは、ｃｌａｓｓｉｆｉｅｄ ｒｅｓｅａｒｃｈが

存在するのは分かるけれども、それ以外の基

礎研究では公表を制限しないでほしいという

レポートを出します。限定された範囲に高い

壁を築くというのが全米科学アカデミーの要

望でした。軍事機密研究はあってもよいけど、

それは限定してくれ、それ以外の研究の結果

はすべて公表できるようにしてくれ、と主張

しました。１９８５年のＮＳＤＤ １８９が、

ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌ ｒｅｓｅａｒｃｈの研究は公

表制限しない、国家安全保障に問題がある研

究は、はじめからｃｌａｓｓｉｆｉｅｄ ｒｅｓｅａｒｃｈ

にする、ということを明らかにしました。大

学側の希望が取り入れられた形ですが、これ

が今でも基本的な考え方になっています。

　ただ、この後、冷戦が終結し、経済の国際

競争が激しくなったので、輸出規制をやめて

くれという意見が強まり、１９９０年代には

緩くなりました。ハイテク製品の輸出をアメ

リカ政府が国家安全保障の理由で制限するこ

とに対し、ハイテク企業が文句を言い始めた

のです。

同時多発テロ（２００１年９.１１）以後の

規制

　ところが、２００１年９月に同時多発テロ

が起き、再び厳しくなります。これは完全に

語呂合わせの法律ですけど、ＵＳＡ ＰＡＴＲＩＯＴ  

（Ｕｎｉｔｉｎｇ ａｎｄ Ｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ   Ａｍｅｒｉｃａ 

ｂｙ Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ Ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ   Ｔｏｏｌｓ 

Ｒｅｑｕｉｒｅｄ ｔｏ Ｉｎｔｅｒｃｅｐｔ ａｎｄ Ｏｂｓｔｒｕｃｔ 

Ｔｅｒｒｏｒｉｓｍ ）ＡＣＴという「アメリカ愛国者

法」がこの時に成立しました。ＡＣＴとは「法」

の意味です。裁判所が許可すれば学生の同意

なしに、司法省が学生の成績や履修状況の情

報も入手できるようになりました。テロの犯

人の１人は、語学学校に通うと言ってビザを

もらい、アメリカに入国して、１回も語学学

校には行かないで、パイロットの訓練学校に

行き、操縦を覚えてテロに及んだことが明ら

かになったので、留学生の入国審査やキャン

パスでの行動の監視が非常に厳しくなりまし

た。これに対し、アメリカの大学では留学生

が来ないと研究そのものも成り立たないので、

大学側が政府に陳情し、留学生の減少は同時

多発テロの後、いったん元に戻ります。

軍民両用技術

　このころから問題になっているのが、いま

日本でも話題になっている軍民両用技術です

（ｄｕａｌ ｕｓｅ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）。軍事と民

生の両方で利用できる技術では、何が軍事研

究かという定義があいまいになり、規制も難

しくなります。核兵器は、軍事目的の研究で

あることが明確でした。該当する特定の分野

のみに外国人のアクセスを規制すればよかっ

たのです。それから、核兵器は科学的知識だ

けでは完成できません。資金と工学的技術が

不可欠です。一方、両用技術で重要なのは暗

号学ですが、分野が狭いので論文全部をチェ

ックして、安全だと思ったものだけ公表すれ

ばよいのです。

　ところが、生物・化学兵器は通常の化学や

農学の技術が軍事転用できます。知識があれ

ば施設は低コストで可能で、しかも学会も大

きいので、チェックしきれません。こういう
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ときに科学者はどうすべきか、ということが

問題になりました。

科学者コミュニティの自主規制

　そこで、主要科学雑誌は、追試が可能なレ

ベルの開示は維持すべきだ、という意見を表

明しました。その代わり、テロに利用される

可能性があれば、チェックして掲載を取りや

めるということも認めます。全米科学アカデ

ミーの中の一つの組織である全米研究評議会

がレポートを出し、バイオテクノロジーが両

用技術、ｄｕａｌ ｕｓｅ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、で

あることは認めるけれども、アメリカだけが

制限したら、アメリカの国益に反するとも主

張しました。

　実際に問題になったのは、鳥インフルエン

ザの論文です。この情報はテロリストが使っ

てしまうかもしれません。このときは研究を

いったん停止して審査し、１本はそのまま、

１本は修正して発行されました。このように

ｄｕａｌ ｕｓｅの場合には、科学者コミュニ

ティーが、研究発表の自由に対して何らかの

スクリーンをかけることが、必要悪として出

てくるわけです。

グローバル化と規制

　いま問題になっているのは、日本もそうで

すが、キャンパスにいる留学生の行動を監視

してくれという、政府からの要望です。これ

は無理な話です。アメリカの大学側は、入国

審査が厳しいのは必要悪で、これにより、多

少のアメリカ離れが出てくるのはやむを得な

いけれども、その代わり入国を許可した学生

は国籍により差別しないで、キャンパスで一

般学生と同じように教育・研究の機会を認め

られるべきだ、と主張しています。また、い

くら外国からの留学生の監視を厳しくしても、

アメリカ生まれでも過激派思想に感化される

Ｈｏｍｅ Ｇｒｏｗｎ Ｔｅｒｒｏｒｉｓｔはいるので、

入国だけ厳しくしても意味がないのではない

かということです。

　トランプ大統領が特定のイスラム教国や北

朝鮮の人に対し再入国を厳しくするというの

で、留学生の間では不安が広がりましたが、

留学生は正当な理由のある入国なので、ほと

んど問題にならなかったと言われています。

留学生の実態　

　留学生の実態については、次頁以降の図表

をご覧ください（表２から表９は拙稿「米中

の覇権争いと学問の自由」から取りました）。

留学生はアメリカの研究や産業に非常に貢献

しています。それから、アメリカの中等教育

はそんなによくないけど、大学が素晴らしい

のは留学生がたくさん入ってくるからです。

　留学生がアメリカで奨学金をもらうことに

対し、アメリカ国内では批判もありますが、

母国で優秀な学部生を育ててもらい、アメリ

カの大学院が優秀な学生だけを取るというの

は、効率の良いやり方です。日本でもサッカ

ーや野球で有名になると、アメリカやヨーロ

ッパへ行ったりします。そこまで育てるコス

トは日本が負担していて、メジャーリーグは

いいところ取りをしているわけです。それと

同じことをアメリカの大学院もしています。

　それから、表１が示すようにアメリカ人の

ノーベル賞受賞者に外国生まれの人が多いと

いうことです。１９０１～２０２０年のデー

タでは、ナチスの迫害を逃れてきた人が戦後

に受賞したケースが多かったのですが、２１

世紀に限定しても、比率はむしろ高くなって

います。それだけアメリカには優秀な人材が
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【表１「アメリカ⼈ノーベル賞受賞者の出⾝地」】

【表２「博⼠号取得者の中での留学⽣（⼀時ビザ）の⽐率（2015 年、％）」】
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【表３「⼤学院留学⽣の専攻分野（2017 年）」】

【表４「博⼠号取得者の５年後、１０年後の在⽶率」】
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【表５「博⼠号取得留学⽣のアメリカ残留希望」】
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【表６「科学技術⼈材の⼈種構成⽐（2015 年）」】

【表７「PISA のアメリカのスコア」】

【表８「TIMSSのアメリカのスコア」】
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【表９「各国の留学⽣が博⼠号を授与されたアメリカの⼤学院の質（1994-2003年）」】

起業はアメリカの活力になっています。

留学生の受け入れ

　留学生の受け入れのメリットは大学で研究

を行ってくれることで、その研究室に暗黙知

海外から来ていて、これを止めてしまうのは

アメリカにとって好ましくないことです。

移民による起業

　それから、移民は会社をつくり、起業しま

す。大企業に入ってもガラスの天井で、出世

できないと不満に思い、独立します。それま

でに人脈やアメリカでの経営のノウハウをき

ちんと身に付けます。アメリカに来て、いき

なり起業するわけではありません。就労ビザ

を持っていませんし、何の人脈もないので、

いきなり起業できるわけではなく、アメリカ

の大学に留学して、アメリカ企業に就職して、

しばらくたってから起業します。移民による

が蓄積されることです。それから、大学院修

了後に、研究者としてアメリカの企業に就職

してくれます。留学して博士を取った人の多

くがアメリカで働きたいと思ってくれていま

す。これはアメリカにとって非常に好ましい。

アメリカの一流大学の大学院を出た人は、帰

国後も母国でエリートになるでしょう。その

人たちは、留学しているときは寮と図書館・

教室を行ったり来たりしていただけかもしれ

ませんが、帰国後に出世すると、アメリカ留

学は良い思い出になるに違いありません。外

国に親アメリカのエリート層ができるのはア

メリカにとって良いことです。留学生の家庭

は基本的に裕福なので、帰国後にアメリカ製

品の消費者になってくれるわけで、これもア

メリカにとっては悪いことではありません。

　デメリットとしては、アメリカのライバル

企業の研究者になることです。韓国からの留

学生が帰国してサムスンに入ることは、アメ
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リカのＡｐｐｌｅのライバルになるわけです。

それから、先ほど申しましたが両用技術の場

合、留学生がテロリストになれば、彼らに軍

事に使える知識を与えてしまったことになり

ます。正規の軍の研究者になれば、彼らは必

ずしもアメリカの同盟国とは限らない国の軍

事技術の発展に貢献します。また、大学院に

留学生がたくさん来たので、アメリカ人で大

学院に行きたい人が行けなくなっているので

はないかという意見もあるのですが、これは

実際には起きていません。先ほど言いました

が、アメリカで特に白人男性の大学院離れが

起きています。これを外国人が補っています。

中国人留学生

　最後に、中国人との問題について考えたい

と思います。中国からアメリカへの留学生は、

１９７８年に鄧小平が求めて始まります。当

初は９０％が帰国してくれるだろうと思って

【図１「中国本⼟からの留学⽣とアメリカに来る留学⽣に占める⽐率 (％ )」】

いましたが、ほとんど帰国しません。

　さらに、１９８９年の天安門事件があった

ので、アメリカは中国人留学生に永住権を与

えて保護し、帰国しないで済むようにしまし

た。１年で５万５０００人に永住権を与えた

ということです。

　この図１は中国本土からの留学生と、アメ

リカに来る留学生に占める比率です。学部、

大学院を合わせたものですが、いま３人に１

人の留学生が中国から来ているということで

す。昔は大学院生が多かったですが、最近は

中国が豊かになったので、私費で来る学部生

も非常に多くなっています。

帰国促進政策

　ただ、中国は留学生が全然帰国してくれな

いというので、帰国促進策を行ってきました。

百人計画、長江計画、最近有名になったのは

千人計画です。１９７８年に始まり２０１８
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究所を設立するということで、海外の企業が

アメリカで研究所をつくることはアメリカに

とっても悪いことではなく、アメリカ人の研

究者がそこで経験を積むことにより、能力を

向上させるからです。

　一般的に先進国の間では、研究開発直接投

資は双方向でバランスがとれています。アメ

リカの企業が海外に研究所をつくる、海外の

企業がアメリカに研究所をつくる、だいたい

バランスがとれていますが、アメリカの企業

が中国に自由に研究所を持てるのか、アメリ

カ企業に勤務した中国人研究者が、その後も

守秘義務を守ってくれるのか、こういったこ

とが問題となっています。

　それから、中国政府は中国市場へのアクセ

スと引き換えに、外国企業に技術を公開させ

ることを求めます。外国企業がサーバーを中

国国内に置くことが義務付けられていれば、

中国政府が中身を見ていると考えた方がよい

でしょう。

大学からの技術漏洩

　これに絡み、アメリカの大学からの技術漏

洩はどうかというと、中国は２０１７年に国

家情報法をつくり、中国のいかなる組織、個

人も国家の情報収集活動に協力することを義

務づけました。中国人留学生がスパイになる

ことが法律で求められているのです。アメリ

カの経済スパイ行為の摘発で、大学絡みは全

体の８％から２４％に上がっています。民間

企業の産業スパイだけではなく、大学絡みが

出てきていますが、多くが中国人関連だと言

われています。

　中国人留学生や研究者のスパイ活動の疑念、

これは軍事的にも経済的にも問題になってい

ます。デューク大学の教授が開発した「透明

年までに、世界中に５８６万人も中国人が留

学しています。１５３万人はまだ在学中で、

４３２万人が修了しましたけど、３６５万人

が帰国しています。かなり帰国するようにな

っています。なにせ数が多いので帰国する人

も多いし、海外にそのまま残る人も多いです。

ただ、本当に一流の学者は海外で好待遇なの

で、なかなか帰国しないと言われています。

　帰国しなくても、海外から中国に貢献して

くれれば良いというので、産業スパイになる

とか、帰国したときに好待遇を受けたいので、

手土産としてアメリカの大学の研究室のデー

タを持ち出すとか、そういうことが起きてい

るとも言われています。

　中国の方針としては、軍事大国になるには

経済大国でなければならないので、民生技術

もしっかり盗みたいということがあります。

軍事偏重で経済を軽視し崩壊してしまったソ

連を反面教師にしていて、軍事だけ強化して

も駄目で、経済も発展させることが大国であ

るために必要である、と中国は考えています。

中国人によるアメリカの技術移転

　中国人によるアメリカからの技術の移転と

いうことでは、産業スパイは中国系アメリカ

人も含めると、かなりの数が中国人によるも

のです。中国からのサイバー攻撃により、軍

事機密も経済的なビジネスの秘密も盗み出さ

れます。国家による在米中国人技術者団体の

支援そのものは合法的なものですが、産業ス

パイの勧誘もしているのではないかと言われ

ています。

　それから、アメリカのベンチャー企業への

投資です。これも合法的ですが、投資するこ

とにより、アメリカの技術を中国が入手でき

るということです。研究開発直接投資は、研
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マント」といわるれる技術は、これをかぶせ

るとレーダーから映りにくくなるというもの

です。これは軍事機密ではなかったですが、

研究に参加していた中国人が中国に技術を持

って帰り、自分で会社をつくってしまい財を

成すとともに、当然、軍にも技術が流れてい

るだろうと考えらえています。

　それから、核兵器を開発しているアメリカ

のロスアラモス研究所では、数百人の中国人

が軍事指定されていない研究に携わっていま

す。彼らは帰国後に中国政府や大学、軍の要

職に就いています。それから、人民解放軍の

国防科技大学からも留学が行われています。

アメリカにも留学していますし、アメリカ人

との共著論文も出ています。これらの活動は

合法なものもありますが、中国はアメリカの

先進的な技術を入手しているだろうと言われ

ています。

孔子学院によるソフトパワー戦略

　もう一つ文化的なことを言うと、最近話題

になっている孔子学院です。アメリカの大学

のキャンパスにある、中国文化の教育機関で

す。ただ、これは中国政府の出先機関です。

世界に５００カ所、アメリカには１００カ所

あるだろうと言われています。小中高校向け

の孔子講堂も世界に１０００カ所あり、アメ

リカにもその半分ぐらいあるだろうと言われ

ています。これは中国政府のプロパガンダ機

関であり、イメージアップを狙っています。

　ソフトパワー戦略はどの国もやっていて、

イギリスのブリティッシュカウンシルやドイ

ツのゲーテ協会もこの一種ですが、孔子学院

はダウンタウンにあるのではなく、キャンパ

スにあることが特徴で、また、数が圧倒的に

多いです。この孔子学院に学問の自由がある

のかと、アメリカ大学教授協会は疑問に思っ

ています。

　孔子学院の中国人教員は中国側が選び、中

国の利益を守ることを誓約して来ています。

アメリカにあるのに、米中両国の法律に従う

組織だと言っています。一方で、近年はアメ

リカの保守派の政治家が孔子学院の閉鎖を迫

っています。孔子学院を持っている大学には、

国防省からの中国語教育助成が削減されたり

しています。アメリカ大学教授協会が孔子学

院による学問の自由の侵害を批判する、一方

で保守派の政治家が孔子学院の閉鎖を主張し

ており、アメリカの大学は二方面から圧力を

受けています。

文化交流の不均衡

　実はアメリカの大学も、中国に細々とキャ

ンパスを持っています。露骨な学問の自由の

侵害は報告されていませんが、インターネッ

トのアクセス制限は頻繁に起きると報告され

ています。

　もう一つ問題なのは、中国領事館がアメリ

カ国内の大学の中国研究者の発言をチェック

していることです。中国に批判的なアメリカ

の大学の教員には、中国での現地調査のビザ

を出しません。中国に行けないとなると、良

い論文が書けないので、アメリカの中国研究

者は、いわゆる「微妙な問題」を避けます。

中国によって、アメリカの大学の学問の自由

が間接的に侵害されているわけです。

　それから、アメリカに来ている中国人留学

生が、アメリカのキャンパスでの教員あるい

は学生の反中国発言に対し抗議します。これ

は中国の領事館が裏で糸を引いているという

うわさもありますが、中国人留学生、特に若

い人は生まれた時から母国は大国なので、純
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粋に愛国心が強いためでもあります。また、

同調意識と言いますか、参加しないと仲間外

れになるし、領事館に報告されるのではない

かと思い、参加します。これがアメリカのキ

ャンパスの学問の自由を萎縮させているので

はないかと言われています。

対中政策

　対中政策に関してオバマ政権は甘いところ

がありましたが、トランプ政権は非常に強硬

です。実際、中国出身でアメリカ国籍を持っ

た人は、軍事関連産業にも就職できるのです

が、そこでスパイ行為も発生しています。旧

ソ連の場合は、アメリカに渡ってきた移民は

本当にソ連が嫌いだったので、市民権を取っ

た後は親米であることが信頼できました。と

ころが、中国系移民は技術者としての数も無

視できませんし、天安門事件も風化している

ので、アメリカ国籍になったとしても、それ

ほど中国嫌いではないので、アメリカへの忠

誠心に疑問を持たれています。

チャイナ・イニシアティブ

　トランプ大統領の対中政策の中に、チャイ

ナ・イニシアティブと呼ばれたものがあり。

司法省を中心に、中国人によるスパイ活動と

技術盗用の摘発を進めました。中国出身の学

者、中国からの留学生、中国と関係のあるア

メリカ人研究者が摘発されたのですが、起訴

された者のうち２０２１年で１/４だけが有

罪になりました。

　有罪の原因も「不正行為」で、例えば中国

の組織と利害関係を持っているのに、本務校

に届け出なかった、といういわゆる利益相反・

責務相反という問題です。例えばアメリカ国

内でも、製薬会社からお金をもらいコンサル

タントになっていた人が、そのことを大学に

届け出ないで、製薬会社の薬の臨床試験をや

ることは好ましくないという利益相反ポリシ

ーがあります。中国の大学と関係があるのに、

そのことを隠してアメリカ政府から研究資金

をもらって本務校で研究をしたことが、利益

相反ポリシーや責務相反（兼業規制）違反に

問われます。また、中国の大学から給料をも

らっているのに、それを届け出なかったのは

脱税になります。こういうものは摘発できま

すが、本当のスパイ行為として摘発すること

は、ほとんどなかったということです。

　ただ、先ほど言った中国の国家情報法があ

りますので、在米の中国人研究者はアメリカ

の組織、アメリカの大学に勤務していたとし

ても、中国政府からの諜報活動の依頼を断れ

ないことになります。これは法律で決まって

いるわけです。盗んだ技術は軍民両方で中国

の国益になります。中国人研究者がアメリカ

で産業スパイ、軍事スパイとしての活動をす

るのではないかとの懸念は払拭できません。

　さらに、アメリカ人研究者が中国の利益の

ために活動しているのではないか、そのよう

に第三者に見られるような状況に身を置くこ

とが問題です。先ほど言いましたが、アメリ

カでの医学部教員と製薬会社との関係につい

て定めた利益相反・責務相反ポリシーを、ス

ポンサーが国内外のどの組織であるかを問わ

ず、遵守することが重要です。

　とかく中国との関係ばかり注目されますが、

日本国内でも製薬会社と医学部の先生の間の

不適切な関係が、たまに露呈されます。誰か

らもらおうと、とにかく外部からお金をもら

って利害関係があることを大学に届けて、場

合によっては学外にも開示することが大事に

なってきます。



全大教時報（Vol.45　2023.11）          36

　ただ、利益相反や責務相反は基本的に大学

内のポリシーです。刑罰に問われないので、

大学内でポリシーをつくっているわけで、実

はなかなか処罰されません。ですから、トラ

ンプ政権がやっていたチャイナ・イニシアテ

ィブはスパイ活動防止には効果があまりなく、

大学の学問の自由や研究者の人権を脅かすだ

けなので、バイデン政権は停止しています。

チャイナ・イニシアティブは抑えていますが、

今は対中強硬派でないとアメリカの政治家は

有権者に支持されませんので、大きな緩和は

ないと思われます。

中国人への行き過ぎた警戒

　３５万人の中国人留学生がアメリカで学ん

でいます。外国人留学生の１/ ３を占め、大

部分は真面目に勉強しています。スライドに

ありますが、アメリカで施行したアメリカの

経済スパイ法の逮捕者を、ファミリーネーム

で分類した調査があります。国籍がどうかは

分かりませんが、例えばスミスだったら欧米

系、チャンだったら中国系に分類したという

ことです。

　１９９７～２００１年は欧米系が７２％、

中国系が１７％です。２００１～２００７年

は欧米系が３７％、中国系が５２％と完全に

逆転しています。中国系のファミリーネーム

の人が、どんどん捕まっているということで

す。逮捕されても有罪にならなかった比率が、

中国系には多いです。公判を維持するのに十

分な証拠がないのに、中国系が逮捕されてい

る可能性があります。一つの理由としては、

国外逃亡をとにかく防ぎたいので、逮捕を急

いでいるとも言われています。一方で欧米系

の懲役は平均１１カ月なのに、中国系は２５

カ月と重くなっています。保護観察処分で済

むのも欧米系は４９％と多いのに、中国系は

２１％で、全体として処罰が重いです。誤認

逮捕も起きています。

　このことを問題視した中国系アメリカ人の

Ｊｕｄｙ Ｃｈｕという下院議員が、Ｄｉｃｋ 

Ｄｕｒｂｉｎ  という同僚の民主党議員に頼

み、公聴会で発言することを求めたところ、

共和党のＣｏｒｎｙｎ 委員長が拒否して、発

言させず、文章による記録のみを議事録に入

れました。委員長が、党は異なるとはいえ同

僚議員の要望を断るという、非常に異例な事

態がおこりました。

　スタンフォード大学、エール大学、カリフ

ォルニア大学バークレー校などは、一流の研

究大学のオープンなコミュニティーを維持し、

中国留学生や中国系アメリカ人教員の人権を

守る宣言を出しています。

Ｑｉａｎ Ｘｕｅｓｅｎ（銭学森）（１９１１-２００９）

　これは余談ですが、最近亡くなったＱｉａ

ｎ Ｘｕｅｓｅｎ（銭学森）というロケット科

学者は、中国で生まれましたが、アメリカで

学位を取り、マンハッタン計画にも参加し、

後にカリフォルニア工科大学のジェット推進

研究所の初代所長にもなっています。ところ

が、１９５０年代のマッカーシズム、赤狩り

の中で、彼が１９３８年に参加した集会が共

産党の地区大会だと疑われ、軟禁されました。

１９５５年にアメリカ人で中国に捕まってい

るスパイと交換で、中国に送還されます。中

国では、第一線のロケット技術者なので大歓

迎され、彼は「中国宇宙プログラムの父」と

呼ばれました。国家安全保障のための近視眼

的措置が、長期的には中国の宇宙開発プログ

ラムを発展させて、アメリカの国家安全保障

を脅かしています。
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　実は、銭学森が第二次大戦直後に面接して、

アメリカに連れてきたのが、ナチスドイツ

のＶ２号というミサイルを開発したフォン・

ブラウン（Ｗｅｒｎｈｅｒ ｖｏｎ Ｂｒａｕｎ）でした。

彼はアメリカ国籍を取り、人工衛星の打ち上

げに貢献し、月着陸を成功させたアポロ計画

に使ったサターンⅤ型というロケットの開発

責任者になりました。ナチスの技術者がアメ

リカで英雄になったのです。優秀な人材を集

めてくることがいかに大事ということです。

日本への政策含意

　最後に、日本への含意です。アメリカの国

防省は、大学の基礎研究も機密研究も支援し

てきました。アメリカでは市場重視というイ

デオロギーの伝統があり、連邦商務省は民生

技術の研究開発にそれほど積極的でありませ

んでしたので、国防省からの資金で行った大

学の研究のスピンオフ（インターネット、ＧＰ

Ｓなど）が重要な役割を果たしたのは事実です。

　日本の場合は、大学の研究を活性化するに

は文部科学省の予算を増やせばよいですし、

民生技術の開発を行うなら経済産業省の予算

を増やせばよいです。両用技術が大事ならば、

防衛省は大学の研究を支援する必要はなく、

研究の動向にしっかりアンテナを張って、民

生技術をいかに軍事に活かすかということに

注力すればよいのです。

　大学は、そもそも軍事機密研究には不向き

な環境です。留学生がたくさん来ていて、留

学生も日本人も卒業後にどこに就職するか分

かりません。こんなところで機密研究をやる

のは、国家安全保障上よくないわけです。

　産学連携も同じですが企業機密の保護や、

軍事機密の保護のために、大学の研究成果の

発表を制限することは、大学の研究能力を低

下させることになります。先ほど言った「巨

人の肩の上に立つ」ことができなくなるのです。

　本当に必要な軍事機密研究はあると思いま

す。それは否定しません。それは専用の施設

で、日本人によって機密で行えばいいので、

大学で行うことはないということです。

　それから、留学生の入国審査は厳密に行う、

これは仕方ないです。これにより、日本に留

学したい人が多少減ることはやむを得ません

が、入国した留学生は自由に学習・研究活動

をさせるべきです。そもそも、キャンパスで

機密研究を行わないポリシーを維持していれ

ば、自由に研究活動をして良いはずです。

　それから、科学者コミュニティーが特定の

ポリシー・声明を出すことは問題ないです。

軍事研究を批判するのは、学問の自由の侵害

だと橋下徹さんが言ってますけど、皆さんで

合意して何か声明を出すことは問題ないと思

います。

　それから、刑法その他の罰則の適用に関す

るみなし公務員で、運営費交付金が交付され

る国立大学で研究している教員に対しては、

「大学での軍事研究を国が進めるというのな

らば逆らうな」という世論があります。これ

で有名だったのが、スターウォーズ計画のと

きに大学を批判した人が、何となく辞めさせ

られたことを紹介しましたが、その時のア

メリカ物理学会の会長の言葉で、「科学者が

スターウォーズ計画に反対しているのは、国

家安全保障に無関心なのではない。関心があ

るから、最適な政策ではないスターウォーズ

計画に反対している」というのがありました。

軍事研究に反対すると、国家安全保障に逆ら

っていると言われますが、反対することが国

家安全保障のためになるなら、むしろ軍事研

究に慎重な方がよいのかもしれません。こう
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【質疑応答】　

喜多（司会）　どうもありがとうございまし

た。それでは、今から質疑応答に入ります。

笹倉　非常に詳しい話をありがとうございま

す。私はコンピューターが専門で、あまり軍

事研究なども関係なく、アメリカの大学のこ

とも不勉強なので、分からないこともたくさ

んありますが、すごく単純な質問をさせてい

ただきたい。アメリカは連邦と州でいろいろ

違うので、どのように質問したらいいか分か

りませんが、大学に対し基礎研究も軍事研究

も両方ともお金は出しているのですよね。ど

のように計算するのがいいのか分かりません

が、だいたいどれぐらいの比率というのは分

かるのでしょうか。

宮⽥　軍事研究は、基本的には国防省がほと

んどです。比率としてはそんなに多くないと

思います。保健福祉、医学の研究の方が多く

なっているので、連邦政府から大学に行く資

金の中で国防省のシェアは１５％程度です。

連邦政府資金は大学が使う研究費の６割弱な

ので、国防省からのお金は、大学全体の中で、

今はそんなに大きな比率ではありません。さ

らに、軍事機密研究はその中の一部なので、

それほど大きな比重をではありません。ただ、

戦後すぐから１９５０年代は極めて多かった

ということです。

笹倉　減ってきたのは、理由がありますか。

宮⽥　ベトナム戦争以降、大学と国防省との

蜜月関係が薄れたことがあります。それから、

医学の研究費がとても増えています。これは

ご承知のように、共和党は国民皆保険にずっ

と反対で、オバマケアにも反対しています。

民主党は国民皆保険だけでなく、医学研究に

お金を出せと言っています。共和党の議員も

医学の研究費の予算まで削ると、さすがに選

挙のときに不利になると思い、民主党の提案

を飲みました。生命科学、医学の研究予算が

増えてきて、相対的に国防省からの資金が減

っていますが、国防省の役割がそんなに小さ

くなったわけではないです。

　コンピューター、半導体のご専門の方なら

ご承知だと思いますが、ワークステーション

の技術は、１９８０年代にスタンフォード大

学が国防省からのお金で行ったものがもとに

なり、シリコングラフィックスなどの企業

ができています。そういうことで、金額は

１９５０年代ほどではないですが、鍵になる

研究については行っています。ただ、それは

必ずしも国防省の機密指定ではないというこ

とです。

岡⽥　憲法を研究しています。今日は貴重な

話をありがとうございました。２点お伺いし

いう議論が必要ではないかと考えます。

　最後に参考文献ですが、今日の話は３番目

の『アメリカにおける国家安全保障と大学』

に基づいています。８月末に『アメリカにお

ける資本主義と大学』という本を出しました。

これは軍事だけではなく、産学連携での学問

の自由や非営利団体の役割、大学のガバナン

スの問題に関して書かせていただきましたの

で、読んでいただければ幸いです。

　私の発表は以上です。どうもありがとうご

ざいました。
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たいことがあります。

　一つは先ほども出ましたが、日本でも近年、

防衛装備庁などの安全保障技術研究推進制度

のプログラムが始まり、大学も少しずつ応募

して、採用されるようになってきています。

この制度というか、こういうやり方が続いて

いくと、日本のアカデミックや学問の自由、

研究にどんな影響があるか。あるいは、あま

り影響はないとか、もし考えがあれば教えて

いただきたいと思います。

　もう１点が学術会議の問題で、大学とは違

いますが、学術会議もいろいろな組織改編の

プレッシャーがかかっています。これも民営

化とか、あるいはもう少し政府の関与を強め

る動きがありますが、それが日本の学術や研

究にどんな影響を与えるか、もし考えがあれ

ば、お聞かせいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

宮⽥　まず、防衛省からの資金が重要になっ

てきているのは、一つには文部科学省からの

お金が減ってきて、競争的資金ばかりになり、

旧帝大ばかりにお金が流れているといったこ

とがあり、言葉は悪いですが、研究者版の経

済的徴兵制と言われていますよね。

　アメリカでは、徴兵制度はなくても、結果

的には貧しい人が、大学に行くための奨学金

をもらえる、給料をもらえる、スキル向上の

職業訓練もできる、という理由から、軍隊に

応募しているというので経済的徴兵制と言い

ますが、その研究者版が日本の大学で起きて

います。

　本来は文部科学省の予算をしっかり増やせ

ばいいことなのに、それができていないのは

問題だと思います。アメリカも国防省からは

金額がかなり減ってきているけれども、昔は

基礎研究も行っていましたので、その流れで、

国防省が大学の研究の有力なスポンサーなの

です。ですから、アメリカの大学には国防省

からお金が出ているから、日本の大学も防衛

省からお金をもらっても良いのではないかと

主張されますが、伝統的な違いがありますの

で、同じことをする必要はありません。

　それから、大学で行う研究を機密にしてし

まうことは問題です。研究者が発表できない

ような研究をキャンパスでやることは、アカ

デミックな研究の発展にマイナスになると思

います。私は、本当に必要な軍事機密研究は

あってよいと思います。しかし、それは防衛

省の施設で、きちんと身元の確かな日本人を

雇って行うべきだと思います。それを大学で

やらせることが問題なのです。逆に機密研究

ではないというなら、文部科学省からきちん

とお金を出せばいいと思います。

　学術会議のことは、私はそんなにしっかり

調べていませんが、世論として、「国立大学

の研究者は国に逆らうな」というのが、いま

非常に強くなってきています。大学が全体と

してたるんでいる組織だと、世論が思ってい

るのだと思います。だから、世論が大学に対

し、非常に厳しいのではないでしょうか。

　学術会議のときに、ほとんどの学会や大学

が反対声明を出していませんでしたよね。ロ

シアによるウクライナ侵攻に対しては、多く

の大学が批判する声明を出しました。菅総理

の方がプーチン大統領より怖いと、大学関係

者みんな思っているのだと思います。学術会

議のことでも、軍事研究のこともそうですけ

ど、「国の方針だから国立大学は逆らう」な

という世論が、あまりに多いのではないかと

私は思います。
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⼩林　２点質問があり、この前、高等教育セ

ンターで元京大総長の山極さんが、研究者個

人の競争は至極当然だろうけど、自分が京大

の総長だったときに、大学間の競争を強いら

れたことが、いかんともし難かったというよ

うな発言をされていました。そもそも学問は

自由な発想で、いろいろな問題意識を持ち、

さまざまな議論を取り合わせながら真理、真

実に迫っているという発想からすれば、これ

は私個人の意見ですが、彼が言うように、ま

さに大学間の競争ほど非生産的なことはない

と思います。アメリカの大学間での競争や大

学同士の関係は、これから日本はもっと競争

しろよとなっていくと思いますが、いかがな

ものでしょうか。

　もう１点は高等教育で、大学までの教育は

ふがいないというような話をされていました

が、それは自明の理というか、国家規模で改

善しようという発想はないのか。あるいは、

それを前提にして、大学はうまくやっている

からいいということになっているのか、その

２点をお伺いしたいと思います。

宮⽥　まず、最初の点の大学間の競争は、ア

メリカでは非常に激しいと思います。ただ、

人材の引き抜きも多いので、その大学にいる

人が大学への帰属意識が強いのかというと、

少し疑問かと思います。「自分はハーバード

大学の生え抜きで、ハーバードのために頑張

る」と思っている人はいるかもしれませんが、

教員は条件次第であちこち移るので、引き抜

きは競争の手段になりますが、大学の構成員

がどの程度の帰属意識を持って、大学間競争

に臨んでいるかは疑問なところがあります。

　一方で、大学は競争と協調をうまくやって

いると思います。政府や議会が何かを言って

きたら、有力大学がすぐに共同で声明を出し

たり、全米科学アカデミーがすぐにレポート

を出して自分たちの立場を説明し、大学にと

って望ましいポリシーを提案したりするわけ

ですよね。競争もしているけど、協調もして

いるという点で、アメリカ大学は巧みだと思

います。

　もう一つ、競争について言うと、一時、日

本の大学は「日本の大学への予算配分は、ば

らまきで、どの大学にもお金が行っていて、

選択と集中ができていない」という批判もあ

りましたが、日本の方が旧帝大への研究費の

集中はものすごいわけですよね。

　アメリカでは、スタンフォード大学は一流

だけど、全ての研究分野で研究費が一番なわ

けではありませんし、研究費総額で言うと大

規模な州立大学の方が名門私立大学よりも大

きくなります。ですから、どの大学も自分の

得意な分野に特化して、その分野で１位を取

ろうとするわけです。「この分野ではウチは

世界一流ですよ」と強調します。しかし、大

学全体では必ずしも全ての分野で１位ではな

い。その点では、すみ分けが行われていると

私は思います。

　２番目の大学に入るまでの中等教育の質の

問題ですが、改革をしようとした時期もあり

ます。ただ、アメリカでは教育は連邦政府の

仕事ではないことになっています。連邦憲法

で連邦政府の責務だと規定されていません。

ですから、連邦政府が小中高の教育について

何かをすることに、特に共和党は反対してい

ます。

　ただ、ブッシュ・ジュニア大統領は、自分

は勉強が嫌いだと公言している人だけど、教

育熱心です。テキサス州の知事の時も、大統

領になってからも、小中高の教育を立て直す
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そうとしました。共和党は連邦教育省の廃止

を提案していたのですが、彼は自分が大統領

選挙に出るときに、この公約は駄目だと言っ

てなくさせました。彼の政策は成果主義によ

る公立高校の管理で、これに対しては批判も

あり、必ずしも期待通りの成果はあがりませ

んでした。

　小中高の教育について何かやらなくてはい

けないのではないかという意見は、あること

はありますが、先ほど言いましたが、連邦政

府がやるべきか、ということに関して議論が

あります。

⿃畑　静岡大学の鳥畑です。今日はお話をあ

りがとうございました。先生の書かれた『学

問の自由の国際比較―歴史・制度・課題―』

のところでは、ドイツ、フランス、中国の事

例も紹介されていて、今日のテーマの安全保

障との関連で、アメリカ以外の国ではどうな

っているのか、もしお知りでしたら。

　数年前に中国で集中講義を行ったときに、

学内キャンパスは人民解放軍の看板だらけで、

結構緊密な関係があるのかと想像したりもし

ましたが、アメリカ以外の事例でどうなって

いるか教えていただければということです。

宮⽥　申し訳ないですが、アメリカ以外のこ

とは、私はよく分かりません。ただ、産学連

携に関しては、アメリカは高潔なルールを定

めています。守られていないかもしれないけ

ど、建前としてはきちんとしています。例え

ば、自分の研究室の大学院生を自分のベンチ

ャー企業で雇ってはいけないとか、自分のベ

ンチャー企業をつくったら、その研究は自分

の研究室でやってはいけないとか、多くの大

学が定めています。恐らく中国は混然一体化

していると思います。どこまでが学問的な研

究で、どこまでが自分のベンチャー企業の研

究かというのは緩いと思います。

　日本もその辺は緩いのかもしれません。日

本では教員が自分の大学院生を、きちんと給

料を払ったら自分のベンチャー企業で雇って

もよいことになっていると思います。アメリ

カは、建前上はそれを駄目だとしています。

そういう意味で、産学連携に関してはアメリ

カの方がルールは厳しい。中国の大学と国軍

との関係についても、やはり混然一体化して

いると思いますが、くわしいことについては、

私は分かりません。

岡⽥　追加で２点、安全保障とは直接関わり

ませんが、アメリカの大学のテニュアではな

い非常勤やパートタイマーが多いという話は、

前に聞いたこともありましたが、アメリカの

大学人たちはどう思っているのか。割とそれ

でハッピーだと思っているのか、変えたほう

がいいと思っているのか。日本も非常勤講師

の問題は結構あるので、もしご存じでしたら、

お聞きしたいと思います。

　もう１点がもう少し大きい話で、日本で大

学改革というとアメリカの私大、ハーバード

などのアイビーリーグが参照されがちですが、

アメリカはかなり特殊というか、僕はドイツ

が専門で、ドイツやフランス的なやり方もあ

ると思いますが、日本が今後目指していくべ

き大学の方向性というか。難しい話ですが、

アメリカっぽい方向を目指していくのか、フ

ランスやドイツのようなヨーロッパ型を目指

していくべきなのか、もし意見があればお聞

きしたいと思いました。

宮⽥　アメリカでも当然、教員はテニュア制
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度が脅かされていることに関して、危機感を

持っています。州立大学のテニュアを州議会

がなくそうとしている動きがあります。もと

もとは、大学側が財政面でだんだん苦しくな

ってきたので、終身雇用を維持するのが難し

くなり、テニュアをやめたい、という動きが

あります。もう一つは保守的な政治家が、大

学はリベラル過ぎる、大学の先生はけしから

んというので、締め付けにきているのがある

と思います。それに対する危機感は、大学の

先生たちは持っていると思います。

　パートタイムに関しては、これも容易に想

像できますが、パートタイムでの暮らしは授

業負担も多く忙しいし、研究室も持てない状

態になるので、パートタイムでやっている人

がテニュアトラックの仕事に就くのは非常に

難しいです。一旦、パートタイムになると、

ずっとパートタイムで働き続けなければなら

ないというのが問題です。

　パートタイムはもちろん立場が弱いから、

大学当局からの指示に従わざるを得ないです

よね。そのこともあるので、やはりパートタ

イムが増えていることは大学全体での問題だ

とは、大学の人たちも十分認識していると思

います。

　大学改革に関しては、私はヨーロッパの大

学は詳しくないですが、常々思っているのは、

日本の大学関係者が、スタンフォードやハー

バードへ視察に行く意味があるのかというの

が、正直なところです。ああいう大学は資産

が多いので、私立で授業料は高いけど、あの

授業料を丸々払っている学生はあまりいなく

て、だいたいが奨学金をもらっています。そ

れも資産の運用益でやっているので、元本は

取り崩していません。だから、資産の運用益

が通常の予算を支えているわけです。

　そういう大学を日本の大学がまねして、う

まくいくのかというのはあります。個人的に

は、ヨーロッパの国公立大学がモデルではな

いかと思いますが、私はヨーロッパの大学に

ついては詳しく分かりません。しかし、少な

くともスタンフォードやハーバードは日本の

大学のモデルではないと思います。

⻑⼭　今日はありがとうございます。先ほど

小林さんの質問に対してのお答えの中で、ア

メリカの大学はそれぞれ得意分野で１位を取

ろうとしている。全てにおいて１位を取ろう

としているのではないとのことでしたが、そ

ういうアメリカの大学のそれぞれのスタンス

の中で、１位を狙わない分野をどうやって維

持しようとしているのか。あるいは、教育分

野や基礎的な１位を狙わない分野の研究領域

をどのように維持しているのかという思想的

なことと、大学運営のことでお聞かせいただ

けるとありがたいです。

宮⽥　工学部の中で、特定の学科だけ１位を

狙えるものがあるかもしれませんが、そうで

はない学科が軽視されているわけではないと

思います。ただ、いったん優れた先生を集め、

間接経費も入るようになってくると勢いがつ

き、その学科が強くなる。そうしたら、その

学科がますます看板学科になっていき、その

大学が力を入れていくことになってきます。

　私が調べたところでは、ケミストリーとケ

ミカルエンジニアリングは似ている分野です

が、予算が両方とも多くなっている大学は少

ない（予算金額の相関関係は弱い）です。た

ぶんそれは大学内部で、ウチはケミカルエン

ジニアリングで行くとか、ケミストリーで行

くとか、何となく考えて、どちらかに資源を
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集中させているのだと思います。それをどの

程度トップダウンでやっているかは、私は分

かりません。

　スタンフォード大学が一流になったのは、

フレデリック・ターマンという教授（副学

長）が第二次大戦後に、「国防省からお金が

来るのはレーダー、無線、半導体だ」と考え、

そこに戦略的に人を集めたからです。大学院

では、半導体なら半導体といった、似たよう

な専門の先生を集め、その分野での研究実績

を高めます。電子工学科にはいろいろな科目

があるけれども、学部の授業は専門ではなく

ても教えられると割り切っていました。それ

に対し、特に文系の教員などは文句を言って

いましたが、結局ターマンさんは強引にやり、

結果的にはスタンフォード大学が一流になり

ました。

　看板学部の工学部でまず一流になってから、

その後で他の学部も一流にする。まず「西の

ＭＩＴ」になってから、「西のハーバード」

になろうというのがスタンフォードの戦略で

した。これが成功したのは事実なので、他の

大学も何となくそれを狙っているのはあるか

もしれません。ただ、どの程度それがトップ

ダウンでできているかは分かりません。アメ

リカの一流大学は優秀な学科の共同体で、学

長の力はそれほど強くないと思います。

岡坂　軍事研究と軍事機密研究について区別

されていたのか分からなかったので質問させ

てください。アメリカの大学は、軍事研究の

反対というよりは軍事機密研究ということで、

成果の発表の可否がむしろ重要視されている

ので、今でも国防省が軍事研究へ転用すると

いう目的を明らかにしていれば、大学はこれ

を受け入れていて、軍事両用研究ももちろん

今も受け入れているという理解で間違いない

でしょうか。

宮⽥　そうです。軍事研究は、広く言えば国

防省からのお金で行われるものですが、公開

をＯＫとしているものがたくさんあります。

機密研究はｃｌａｓｓｉｆｉｅｄ ｒｅｓｅａｒｃｈ

ですから、はじめから研究結果を公表しない

ことを条件に国防省からお金が出ます。大学

もそれを分かった上で受け入れていますが、

機密保護の点からなるべく一般の学科とは別

の建物でやろうということにしています。ご

指摘のとおり、軍事研究と軍事機密研究は別

です。

⼭根　貴重なお話をありがとうございます。

今の質疑応答で気になったのですが、軍事機

密研究ではない軍事研究は、大学でありとい

う考え方が主流ということですが、アメリカ

の社会あるいはアメリカの大学で、学問の自

由は問題になっていないのかどうかを伺いた

いと思います。軍事研究を受け入れて大学で

研究してしまうと、受け入れた教授個人は自

由にやっているかもしれないけど、助手や大

学院生が巻き添えになる。その場合にその人

たちは、軍事研究をしたくないのに軍事研究

をさせられることになるという自由の問題が

ありそうですが、そういう議論はいかがでし

ょうか。

宮⽥　軍事研究は国防省からの資金という意

味です。だから、基礎研究も入っています。

直接兵器をつくる研究は、基本的には機密研

究になります。先ほどどなたかおっしゃった

ように、結果が公表できるかどうかをアメリ

カでは非常に重要視していると思います。結
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果を公表できないものは原則として受け入れ

ないけれども、はじめから機密指定されてい

て、結果を公表できないものは、それはそれ

で場所を決めて受け入れているということで

す。

　その際に、機密研究に学生が参加する点で

は、昔は行われていたので博士論文が公表さ

れないことが起こり得ました。ただ、現在で

は、大学院生が博士論文研究で、結果を公表

できないような機密研究には参加することは

ないと思います。機密研究にどの程度ポスド

クのような方が入っているかは分かりません。

　基本は公表できるか、できないかという意

味で、先ほど軍事研究と言いましたが、厳密

には国防省からの資金の研究です。国防省か

らの資金の研究の中にｃｌａｓｓｉｆｉｅｄ ｒｅｓ-

ｅａｒｃｈ、軍事機密研究があるということです。

⼭⼝　私から一つ伺ってもよろしいですか。

全大教の山口と申します。先ほどから全体的

に話を伺っていて、アメリカの場合、大学人

というか学術界も結構強いなという印象があ

ります。政府がＳＤＩ研究をやるといったと

きに、それは政策として妥当でないと物理学

会が発表する。それに対し日本は、軍事研究

にそれほど反対という姿勢が出ていないと思

います。どうしてそんなに学術界が、きちん

と一枚岩になれるのか。

　われわれの組織の中でも、税金でやってい

るから軍事研究もやっていいという人がおら

れます。議論するとそういうことを発言され

る方もいて、口論というかけんかになり、意

見がまとまらないことがありますが、アメリ

カの学術界は共和党と民主党の支持者もいる

でしょうし、そういう内部対立のようなもの

があった上で、合意形成がなされているとい

うことでしょうか。その辺の学界の内情のよ

うなものが少し分かれば、教えていただけれ

ばと思います。

宮⽥　実はアメリカでも、ＳＤＩの時に、推

進した科学者も当然いました。それから、内

心お金がもらえるからうれしいと思っていた

人もいたようです。その時はその人たちの発

言がはばかられたという面もあるようです。

反対する人たちの声の方が大きかったのです。

アメリカの先生たちもそんなに一枚岩ではな

いのですが、連邦政府からお金が来て自由に

研究して、自由に発表する環境を守りたいと

いうことで利益が一致しているのだと思いま

す。細かいところは意見の違いがアメリカで

もあります。アメリカ人は、協調性はそんな

にないので、言いたいことを言います。

　私も豊田利幸先生の本（岩波新書『ＳＤＩ

批判』）などで知っただけですが、１９８０年

代のＳＤＩの時には、日本のいくつかの学会

が反対声明を出しています。いま軍事研究解

禁論への批判の声が弱いのは先ほど述べた研

究者版の経済的徴兵制のせいです。お金がな

いから、文科省からお金が来なくなっている

から、防衛省からお金をもらってよいじゃな

いかという議論になっていると私は思います。

お金が他から来ていれば、機密指定され研究

成果の公表に制限がかかることになるかもし

れない、防衛省からの研究金を喜んでもらう

人は、あまりいないのではないかと思います。

⼭⼝（司会）　ありがとうございます。お時

間になりました。本日はご講演ありがとうご

ざいました。（拍手）


